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●児童手当の目的って？�
　　児童手当は、これからの未来を支えていく子ども達

　が心も体も健やかに育つように、そしてその子ども達

　を育てる家庭の生活の安定を応援することを目的とし

　た手当です。�

●支給対象者は？�
　　生まれた時から９歳到達後、最初の３月31日まで

　の間にあるお子さんを育てている方に支払われます。

　ただし、前年（１月～５月の請求分については前々年）

　の所得が国で定める限度額を超えますと児童手当等の

　支払いはされません。�

●いつ支払われるの？�
　　毎年２月・６月・10月にそれぞれの前月分までが

　支払われます。�

●手当に種類はあるの？�
　◎児童手当…３歳未満の子どもを育てている方に支払

　　われる手当です。�

　◎特例給付…所得制限により児童手当を受けられない

　　サラリーマン等（厚生年金等に加入している）の特

　　例として、所得が一定額未満の場合に限って支払わ

　　れる手当です。�

　◎小学校第３学年修了前特例給付…小学校第３学年修

　　了前の子どもを育てている方に支払われる手当です。�

　※さらに区分として、国民年金加入者は「非被用者」、

　　厚生年金等の加入者は「被用者」というふうに区分

　　されます。�

●児童手当の額は？�
　１人目の子ども････････5,000円�
　２人目の子ども････････5,000円�
　３人目以降の子ども･･･10,000円�

�
●請求に必要なものって？�
　①認定請求書�

　②年金加入証明書�

　　（厚生年金等に加入している場合）�

　③印鑑�

　④銀行の預金通帳�

　※その他必要に応じて提出する書類があります。�

　注意！手当の支払いは、認定請求の翌月分からとなり

　ますので、子どもが生まれた時などはお忘れなく！�

●現況届について教えて！�
　　現在、手当を受けている方は毎年６月中に「児童手

　当現況届」を提出しなければなりません。この届けは、

　毎年６月１日における状況を把握し、手当を引き続き

　受ける要件にあるかどうかを確認するためのものです

　ので、必ず提出してください。�

　注意！提出されないと６月分以降の手当が受給できな

　くなります！�

●その他必要な届は？�
　　引っ越した時や新たに子どもが増えた時、生まれた

　時などは届出が必要です。�

　※その他、ご不明な点がありましたら各支所健康福祉

　　課福祉班又は福祉事務所福祉課へお気軽にお問合せ

　　ください。�

�

もう申請はお済みですか？  ～児童手当のご案内～�もう申請はお済みですか？  ～児童手当のご案内～�
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講習開始は、午後７時30分からですので、時間厳守でお願いします。�
※上対馬、上県、峰地区の講習会は、４月６日～15日を予定しています。�
　詳し い日程については、４月に入り各地区の防災無線等でお知らせします。�
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←　春の全国交通安全運動　→�

【問い合せ先】　■対馬南地区交通安全協会　℡0920‐52‐5541�
　　　　　　　■対馬北地区交通安全協会　℡0920‐84‐2905
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